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【手続補正書】
【提出日】平成26年7月31日(2014.7.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複合材料であって、
　前記複合材料は、
　ａ）
　　ｉ）少なくとも第１の熱可塑性ポリマー、および、
　　ｉｉ）第１の熱可塑性ポリマーとは異なる少なくとも１つの第２の熱可塑性ポリマー
の混合物を含むポリマーベースのマトリックス、
　ｂ）ポリマーベースのマトリックスを含む充填ポリマー材料の複合材の塊を形成するた
めに、マトリックス全体に分布した金属繊維の塊を備え、
　金属繊維の塊は、
　　ｉ）少なくとも１つの一般的には平面を有する複数の金属繊維を含み、および、
　　ｉｉ）充填ポリマー材料の複合材の塊の総体積に基づいて、約３体積％よりも高い濃
度で存在し、
　充填ポリマー材料の複合材の塊が、対向する金属板の間に挟持される、複合材料。
【請求項２】
　複合材料であって、
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　前記複合材料は、
　ａ）
　　ｉ）少なくとも第１の熱可塑性ポリマー、および、
　　ｉｉ）第１の熱可塑性ポリマーとは異なる少なくとも１つの第２の熱可塑性ポリマー
の混合物、を含むポリマーベースのマトリックス、
　ｂ）ポリマーベースのマトリックスを含む充填ポリマー材料の複合材の塊を形成するた
めに、マトリックス全体に分布した金属繊維の塊を備え、
　金属繊維の塊は、
　　ｉ）少なくとも１つの一般的には平面を有する複数の金属繊維を含み、および、
　　ｉｉ）充填ポリマー材料の複合材の塊の総体積に基づいて、約３体積％よりも高い濃
度で存在し、
　充填ポリマー材料の複合材の塊が、金属板に取り付けられる、複合材料。
【請求項３】
　充填ポリマー材料の複合材の塊は、腐食に耐えるためのコーティングによって、金属板
の少なくとも１つのほとんどの表面でコーティングされた対向する金属板の間に挟持され
る、請求項１または２に記載の複合材料。
【請求項４】
　充填ポリマー材料の複合材の塊は、亜鉛、リン酸塩、または、その両方を含む、１以上
のコーティングによって、金属板のほとんどの表面がコーティングされた対向する金属板
の間に挟持される、請求項１乃至３のいずれかに記載の複合材料。
【請求項５】
　充填ポリマー材料の複合材の塊は、アルミニウム、普通炭素鋼、高強度鋼、または、ニ
ッケル、マンガン、銅、ニオブ、バナジウム、クロム、モリブデン、チタン、カルシウム
、１つ以上のレアアース元素、ジルコニウム、窒素、または、任意の組み合わせから選択
された合金成分を含む鋼の１つ以上に取り付けられる、請求項１乃至４のいずれかに記載
の複合材料。
【請求項６】
　少なくとも１つの熱可塑性ポリマーは、線状の低密度ポリエチレンを含む、請求項１乃
至３のいずれかに記載の複合材料。
【請求項７】
　充填ポリマー材料の複合材の塊は、ＤＩＮ１１３３９下でピール試験にさらされた後に
、該複合材が、少なくとも約４０％の凝集破壊を示すように、任意の金属層に十分に結合
される、請求項１乃至６のいずれかに記載の複合材料。
【請求項８】
　複合材は、約０．４ｍｍ以上の厚さを有するサンドイッチ複合材の形状であり、充填ポ
リマー材料の複合材の塊は、サンドイッチ複合材の総厚さの少なくとも約３０％である厚
さを有する、請求項１乃至７のいずれかに記載の複合材料。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれかの複合材料を含む溶接物品。
【請求項１０】
　物品を作る方法であって、
　前記方法は、
　請求項１乃至８のいずれかの複合材料を用いて形成されたサンドイッチ複合材を、金属
本体に溶接する工程を含む、方法。
【請求項１１】
　請求項１乃至８のいずれかの複合材料を、少なくとも約１．５の絞り比へと可塑的に変
形させる工程を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　請求項１乃至８のいずれかの、または、請求項１０または１１のいずれかの方法に由来
する複合材を用いた物品の使用。
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